
 ごみのリサイクル率 ： ２１％→２７％

 一般廃棄物最終処分場の残余年数 ：

２０１７年度の水準（２０年分）を維持

 期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値 ：

１９％→ ２１％

 廃棄物エネルギーを地域を含めた外部に供給している施設
の割合 ：４０％→ ４６％

 浄化槽整備区域内の浄化槽人口普及率 ：５３％→ ７０％

 合併処理浄化槽の基数割合 ： ６２％→７６％

 省エネ浄化槽の導入による温室効果ガス削減量 ：

５万t-CO2→１２万t-CO2

 廃棄物処理法に基づき、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の目標及び概要を定めるもの。
 2018年度～2022年度を計画期間とする次期廃棄物処理施設整備計画では、人口減少等の社会構造の変化に

鑑み、ハード・ソフト両面で、３R・適正処理の推進や気候変動対策、災害対策の強化に加え、地域に新た
な価値を創出する廃棄物処理施設整備を推進。

廃棄物処理施設整備計画とは

廃棄物処理施設整備計画の構成

廃棄物処理施設整備計画
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（平成30年６月19日閣議決定）

（１）基本原則に基づいた３Ｒの推進
（２）気候変動や災害に対して強靭かつ安全な一般廃棄物処理システムの確保
（３）地域の自主性及び創意工夫を活かした一般廃棄物処理施設の整備

基本的
理念

（１）市町村の一般廃棄物処理システムを通じた３Ｒの推進

（２）持続可能な適正処理の確保に向けた安定的・効率的な施
設整備及び運営

（３）廃棄物処理システムにおける気候変動対策の推進

（４）廃棄物系バイオマスの利活用の推進

（５）災害対策の強化

（６）地域に新たな価値を創出する廃棄物処理施設の整備

（７）地域住民等の理解と協力の確保

（８）廃棄物処理施設整備に係る工事の入札及び契約の適正化

廃棄物処理施設整備及び運営の重点的、効果的
かつ効率的な実施

廃棄物処理施設整備事業の実施に
関する重点目標

別添２



（１）市町村の一般廃棄物処

理システムを通じた３Ｒの

推進

 食品ロス削減を含めた２Ｒに関する普及啓発、情報提供及び環境教育・環境

学習等により住民及び関連する事業者の自主的な取組を促進する。

 分別収集の推進及び一般廃棄物の適正な循環的利用に努めた上で、適正な中間

処理及び最終処分を行う体制を確保する。

（２）持続可能な適正処理の

確保に向けた安定的・効率

的な施設整備及び運営

 廃棄物の広域的な処理や廃棄物処理施設の集約化を図る等、必要な廃棄物処

理施設整備を計画的に進めていく。

 地方公共団体及び民間事業者との連携による施設能力の有効活用や施設間の

連携、他のインフラとの連携など、地域全体で安定化・効率化を図っていく。

 地域特性を踏まえた整備計画の見直しにも配慮した浄化槽の整備や老朽化し

た単独処理浄化槽及び公共所有の単独処理浄化槽等の単独転換を推進する。

また、浄化槽台帳を活用して単独転換や浄化槽の管理向上を図る。

（３）廃棄物処理システムに

おける気候変動対策の推進

 よりエネルギー効率の高い施設への更新、小規模の廃棄物処理施設における

効果的なエネルギー回収技術の導入、地域のエネルギーセンターとして周辺

の需要施設や廃棄物収集運搬車両等への廃棄物エネルギーの供給等に取り組

み、地域の低炭素化に努める。

 施設整備等のできるだけ早い段階から、様々な関係者が連携して、地域にお

ける廃棄物エネルギーの利活用に関する計画を策定する。

 家庭用浄化槽や中・大型浄化槽の省エネ化を促進し浄化槽システム全体の低

炭素化を図る。 2

廃棄物処理施設整備及び運営の重点的、効果的かつ効率的な実施
のポイント（１／３）



（４）廃棄物系バイオマスの

利活用の推進

 民間事業者や他の社会インフラ施設等との連携、他の未利用バイオマスとの

混合処理、メタンを高効率に回収する施設と廃棄物焼却施設との組合せによ

るエネルギー回収等、効率的な廃棄物系バイオマスの利活用を進める。

（５）災害対策の強化

 施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、地域の防災拠点として電

力・熱供給等の役割も期待できる廃棄物処理システムの強靭性を確保する。

 災害廃棄物対策計画の策定、災害協定の締結等を含めた関係機関及び関係団

体との連携体制の構築、燃料や資機材等の備蓄、災害時における廃棄物処理

に係る訓練等を通じて、災害時の円滑な廃棄物処理体制を確保する。

（６）地域に新たな価値を創

出する廃棄物処理施設の整

備

 地域の課題解決や地域活性化に貢献するため、廃棄物処理施設で回収したエ

ネルギーの活用による地域産業の振興、廃棄物発電施設等のネットワーク化

による廃棄物エネルギーの安定供給及び高付加価値化、災害時の防災拠点と

しての活用、循環資源に関わる民間事業者等との連携、環境教育・環境学習

機会の提供等を行う。

 地方公共団体、民間事業者、地域住民が施設整備に積極的に参画し、関係主

体が一体的に検討できる事業体制を構築するとともに、工業団地・農業団地

の造成･誘致事業などとの連携を進める。
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（７）地域住民等の理解と協

力の確保

 地域の特性や必要性に応じた一般廃棄物処理施設の整備を進めていくために

は、地域住民等の理解を得ることが基盤となる。施設の安全性や環境配慮に

関する情報だけでなく、生活環境の保全及び公衆衛生の向上、資源の有効利

用、温室効果ガスの排出抑制、災害時の対応、地域振興、雇用創出、環境教

育・環境学習等の効果について住民や事業者に対して明確に説明し、理解と

協力を得るよう努める。

 日常的な施設見学の受入や稼働状況に係わる頻繁な情報更新など、情報発信

及び住民理解の確保等に努め、地域住民等との信頼関係を構築しておく。

（８）廃棄物処理施設整備に

係る工事の入札及び契約の

適正化

 入札及び契約の透明性・競争性の向上、不正行為の排除の徹底及び公共工事

の適正な施工の確保を図るとともに、公共工事品質確保法に基づき、総合評

価落札方式の導入を推進する。
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